
安全運転管理体制

安全運転管理組織

運行の管理

車両の管理

健康管理

労務管理

運転者の管理

安全運転の管理

・点呼記録簿によるチェック
・「安全運転は全ての業務に優先する」を実践する
・マイカー / マイバイク通勤の管理

・日常点検と定期点検 (６ヶ月毎）の実施
・車両の保管とキーの管理
・車両の清掃及び損傷状態のチェック

・点呼記録時に健康状態の確認

・配送件数、走行距離、勤務状態に問題はないか
・業務の公平性

運行管理の責任者（エリアマネージャー・リーダー）

・点呼記録簿（アルコールチェック・車両の点検と損傷・運転免許証確認）の確認
・交通事故惹起者に対する面接指導
・同行指導による「グッドロジレベル（行動基準）」の実践


